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○平川市ひとり親家庭等医療費給付条例 

平成１８年１月１日 

条例第１０２号 

改正 平成１８年９月２６日条例第２１３号 

平成２０年６月２３日条例第２７号 

平成２１年３月２４日条例第８号 

平成２１年９月１８日条例第２３号 

平成２３年３月２３日条例第３号 

平成２４年６月１９日条例第９号 

平成２４年１２月１８日条例第１７号 

平成２９年３月３１日条例第１４号 

平成３０年３月２２日条例第１０号 

（目的） 

第１条 この条例は、ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減する

ことにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「児童」とは、１８歳に達した日以後における最初の３月

３１日以前の者をいう。 

２ この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の

父又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、当該児童が児童を監護しない

父又は母（別表第１に定める程度の障害の状態にあるときを除く。）と生計を同じ

くしているとき、若しくは、父又は母の配偶者（別表第１に定める程度の障害の状

態にある父又は母を除く。）に養育されているときを除く。 

（１） 父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童 

（２） 父又は母が死亡した児童 

（３） 父又は母が別表第１に定める程度の障害の状態にある児童 

（４） 父又は母の生死が明らかでない児童 
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（５） 父又は母から遺棄されている児童 

（６） 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成１３年法律第３１号）第１０条第１項の規定による命令（それぞれ母又は父の

申立てにより発せられたものに限る。）を受けた児童 

（７） 父又は母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

（８） 母が婚姻によらないで懐胎した児童 

（９） 前号に該当するかどうかが明らかでない児童 

３ この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童

をいう。 

（１） 父母が死亡した児童 

（２） 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない児童 

４ この条例において「養育者」とは、前項に規定する父母のない児童を養育し、か

つ、その生計を維持する者であって、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以

下「法」という。）第６条の４各号に規定する里親以外の者をいう。 

５ この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

（３） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（５） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（６） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

（７） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

６ この条例において「医療費」とは、次に定めるものをいう。 

（１） 児童が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合にお

いて、診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）により算定し

た額のうち、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国

若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額（高額療養費及び高額介護



3/9 

合算療養費（以下「高額療養費等」という。）が世帯合算により算定された場合

は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金

の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付

金のある場合は、その額を含む。）を控除した額に相当する額 

（２） 父又は母が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合

において、前号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等（薬局を除く。）

ごとに、１月につき１，０００円を超えた額に相当する額 

（給付対象者） 

第３条 この条例により医療費の給付の対象となる者（以下「給付対象者」という。）

は、原則として平川市の区域内に住所を有し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第

８１号）による届出をしている次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、

医療保険各法の被保険者又は被扶養者である者とする。 

（１） ひとり親家庭の父又は母及び児童 

（２） 父母のない児童 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護の適用（停止

中を除く。）を受けている者 

（２） 児童福祉施設、障害者支援施設等に入所している者で、医療費についてそ

れぞれの法の定めるところにより支給されている者 

（３） 法第６条の３に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は法第６条

の４に規定する里親に委託されている者 

（４） 父、母又は養育者の前年（１月から７月までの間に新たにこの事業の適用

を受けようとする場合については前々年をいう。以下同じ。）の所得（児童扶養

手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号。以下「政令」という。）第３条及び

第４条の規定に基づいて算出した額をいう。以下同じ。）が、別表第２（児童扶

養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第９条に規定する養育者にあっては別表

第３）に定める額を超える者 
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（５） 父、母又は養育者と生計を同じくする配偶者若しくは民法（明治２９年法

律第８９号）第８７７条第１項に規定する扶養義務者に、前年の所得が別表第３

に定める額を超える者がいる者 

（６） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）の規定による

支援給付を受けている者 

（資格証） 

第４条 市長は、父、母又は養育者に対し、規則で定めるところにより、給付対象者

であることを証する資格証を交付する。 

（医療費の給付） 

第５条 医療費の給付額は、第２条第６項に規定する額とし、現に医療費を負担した

父、母又は養育者に給付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、給付対象者の医療費について、医療保険各法による療

養の給付等を受けた保険医療機関等からの請求により、第２条第６項第１号に規定

する額の医療費を青森県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金青

森支部を通じて当該保険医療機関等に支払うことができる。 

３ 前項の規定による支払があったときは、当該療養の給付等を受けた児童の父、母

又は養育者に対し、医療費の給付があったものとみなす。 

４ 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日の翌日から

医療費を支給しない。 

（１） 第３条の規定に該当しなくなったとき。 

（２） 死亡したとき。 

（医療費の給付申請） 

第６条 父、母又は養育者は、医療費の給付を受けようとするときには、規則で定め

るところにより、市長に申請しなければならない。ただし、前条第２項の規定によ

り保険医療機関等が医療費の支払を請求する場合は、この限りでない。 

２ 前項本文の規定による申請は、給付対象者に関する療養の給付等を受けた月の翌
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月の初日から起算して２年以内に行わなければならない。 

（届出の義務） 

第７条 父、母又は養育者は、給付対象者の住所、氏名その他市長が別に定める事項

について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支給事由が第三

者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならな

い。 

（損害賠償との調整） 

第８条 市長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額

の限度内において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に

相当する金額を返還させることができる。 

（不正利得の返還） 

第９条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、

その者から、その給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させること

ができる。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１０条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならな

い。 

（報告等） 

第１１条 市長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、父、母又は養育

者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問をすることができる。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町ひとり親家庭等医療費給付条
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例（平成３年平賀町条例第１６号）、尾上町ひとり親家庭等医療費給付条例（平成

８年尾上町条例第１１号）又は碇ケ関村ひとり親家庭等医療費給付条例（平成８年

碇ケ関村条例第６号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ

この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１８年９月２６日条例第２１３号） 

この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年６月２３日条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則（平成２１年３月２４日条例第８号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年９月１８日条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の平川市乳幼児医療

費給付条例の規定、第２条の規定による改正後の平川市ひとり親家庭等医療費給付条

例の規定及び第３条の規定による改正後の平川市重度心身障害者医療費助成条例の規

定は、平成２１年８月１日から適用する。 

附 則（平成２３年３月２３日条例第３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に受けた療養の給付又は療養費の支給に係る医療費の

給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付又は療養費の支給に係る医療費

の給付については、なお従前の例による。 

附 則（平成２４年６月１９日条例第９号） 

この条例は、平成２４年８月１日から施行する。ただし、第２条第４項及び第３条

第２項第３号の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月１８日条例第１７号） 
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例

の規定は、平成２４年８月１日から適用する。 

附 則（平成２９年３月３１日条例第１４号） 

この条例は、平成２９年４月１日より施行する。 

附 則（平成３０年３月２２日条例第１０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以降に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用

し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例に

よる。 

（準備行為） 

３ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行

うことができる。 

別表第１（第２条関係） 

１ 両眼の視力の和が０．０４以下のもの 

２ 両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの 

３ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 

４ 両上肢のすべての指を欠くもの 

５ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

６ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 

７ 両下肢を足関節以上で欠くもの 

８ 体幹の機能に座ってることができない程度又は立ち上がることができない程度

の障害を有するもの 

９ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、か

つ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 
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１０ 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要と

する程度の障害を有するもの 

１１ 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、

かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害

を有するもの 

別表第２（第３条関係） 

扶養親族等の数 所得額 

０人 ２，３４２，０００円 

１人 ２，７２２，０００円 

２人 ３，１０２，０００円 

３人 ３，４８２，０００円 

４人 ３，８６２，０００円 

５人 ４，２４２，０００円 

備考 

１ 扶養親族等の数が５人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が５人の場

合の所得額に、扶養親族等の数が１人増す毎に３８万円を加算した額とする。 

２ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養

親族等（同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族（１９歳未満の者

に限る。）をいう。以下同じ。）がある者についての限度額は、上記の金額に

次の額を加算した額とする。 

① 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき１０万円 

② 特定扶養親族等１人につき１５万円 

別表第３（第３条関係） 

扶養親族等の数 所得額 

０人 ６，２１６，０００円 

１人 ６，４６５，０００円 

２人 ６，６７８，０００円 
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３人 ６，８９１，０００円 

４人 ７，１０４，０００円 

５人 ７，３１７，０００円 

備考 

１ 扶養親族等の数が５人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が５人の場

合の所得額に、扶養親族等の数が１人増す毎に２１万３千円を加算した額とす

る。 

２ 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額

に老人扶養親族１人につき（当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないとき

は、当該老人扶養親族のうち１人を除いた老人扶養親族１人につき）６万円を

加算した額とする。 

 


